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健康増進法 

発令    ：平成14年8月2日号外法律第103号 

最終改正：令和1年6月7日号外法律第26号 

改正内容：平成30年7月25日号外法律第78号[令和2年4月1日] 

 

○健康増進法 

〔平成十四年八月二日号外法律第百三号〕 

〔総理・総務・財務・文部科学・厚生労働大臣署名〕 

健康増進法をここに公布する。 

健康増進法 

目次 

第一章 総則（第一条―第六条） 

第二章 基本方針等（第七条―第九条） 

第三章 国民健康・栄養調査等（第十条―第十六条の二） 

第四章 保健指導等（第十七条―第十九条の四） 

第五章 特定給食施設（第二十条―第二十四条） 

第六章 受動喫煙防止 

第一節 総則（第二十五条―第二十八条） 

第二節 受動喫煙を防止するための措置（第二十九条―第四十二条） 

第七章 特別用途表示等（第四十三条―第六十七条） 

第八章 雑則（第六十八条・第六十九条） 

第九章 罰則（第七十条―第七十八条） 

附則 

第四章 保健指導等 

（市町村による生活習慣相談等の実施） 

第十七条 市町村は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産

師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、栄養の改善その

他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な栄養指導そ

の他の保健指導を行わせ、並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。 

２ 市町村は、前項に規定する業務の一部について、健康保険法第六十三条第三項各号に掲げ

る病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。 

（都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施） 

第十八条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、特に専門的な

知識及び技術を必要とするものを行うこと。 

二 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施につい

て必要な指導及び助言を行うこと。 

三 前二号の業務に付随する業務を行うこと。 

２ 都道府県は、前条第一項の規定により市町村が行う業務の実施に関し、市町村相互間の連

絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての

協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。 
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（栄養指導員） 

第十九条 都道府県知事は、前条第一項に規定する業務（同項第一号及び第三号に掲げる業務

については、栄養指導に係るものに限る。）を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を

有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずるも

のとする。 

（市町村による健康増進事業の実施） 

第十九条の二 市町村は、第十七条第一項に規定する業務に係る事業以外の健康増進事業であ

って厚生労働省令で定めるものの実施に努めるものとする。 

（都道府県による健康増進事業に対する技術的援助等の実施） 

第十九条の三 都道府県は、前条の規定により市町村が行う事業の実施に関し、市町村相互間

の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項につい

ての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。 

（報告の徴収） 

第十九条の四 厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、必要があると認めるときは、

第十七条第一項に規定する業務及び第十九条の二に規定する事業の実施の状況に関する報

告を求めることができる。 

第五章 特定給食施設 

（特定給食施設の届出） 

第二十条 特定給食施設（特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養

管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）を設置した者は、

その事業の開始の日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働省令で

定める事項を届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出をした者は、同項の厚生労働省令で定める事項に変更を生じたとき

は、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その

事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。 

（特定給食施設における栄養管理） 

第二十一条 特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定め

るところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を

置かなければならない。 

２ 前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。 

３ 特定給食施設の設置者は、前二項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に従っ

て、適切な栄養管理を行わなければならない。 

（指導及び助言） 

第二十二条 都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対し、前条第一項又は第三項の規定に

よる栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し

必要な指導及び助言をすることができる。 

（勧告及び命令） 

第二十三条 都道府県知事は、第二十一条第一項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若し

くは同条第三項の規定に違反して適切な栄養管理を行わず、又は正当な理由がなくて前条の

栄養管理をしない特定給食施設の設置者があるときは、当該特定給食施設の設置者に対し、
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管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告をすることができる。 

２ 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた特定給食施設の設置者が、正当な理由がな

くてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定給食施設の設置者に対し、その勧

告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

（立入検査等） 

第二十四条 都道府県知事は、第二十一条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確

保するため必要があると認めるときは、特定給食施設の設置者若しくは管理者に対し、その

業務に関し報告をさせ、又は栄養指導員に、当該施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、

書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査又は質問をする栄養指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者に提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

第九章 罰則 

第七十条 国民健康・栄養調査に関する事務に従事した公務員、研究所の職員若しくは国民健

康・栄養調査員又はこれらの職にあった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を

正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

２ 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくその

秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。 

３ 第五十三条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年

以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

４ 第五十五条の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試

験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第七十一条 第六十六条第二項の規定に基づく命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万

円以下の罰金に処する。 

第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十三条第二項の規定に基づく命令に違反した者 

二 第四十三条第一項の規定に違反した者 

三 第五十七条第二項の規定による命令に違反した者 

第七十三条 次に掲げる違反があった場合においては、その行為をした登録試験機関の代表者、

代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。 

一 第五十一条の規定による許可を受けないで、許可試験の業務を廃止したとき。 

二 第五十六条の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、

又は帳簿を保存しなかったとき。 

三 第五十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

四 第五十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 

第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定

による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁

をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

二 第六十一条第一項（第六十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定による検

査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 
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第七十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関し、第七十二条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

その法人又は人に対して各本条の刑を科する。 

第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。 

一 第三十二条第三項、第三十四条第三項又は第三十六条第四項の規定に基づく命令に違反

した者 

二 第三十三条第三項、第三十五条第三項又は第三十七条の規定に違反した者 

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。 

一 第二十九条第二項の規定に基づく命令に違反した者 

二 第三十三条第七項又は第三十五条第十項の規定に違反した者 

第七十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 

一 第三十五条第六項の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記

載をし、又は帳簿を保存しなかった者 

二 第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定

による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁

をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

三 第五十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべ

き事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号

の規定による請求を拒んだ者 
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健康増進法施行規則 

発令    ：平成15年4月30日号外厚生労働省令第86号 

最終改正：令和1年5月7日号外厚生労働省令第1号 

改正内容：平成31年2月22日号外厚生労働省令第17号[令和2年4月1日] 

 

○健康増進法施行規則 

〔平成十五年四月三十日号外厚生労働省令第八十六号〕 

健康増進法（平成十四年法律第百三号）第十一条第一項、第十二条第二項、第十五条、第二

十条第一項、第二十一条、第二十六条第一項〔平成二一年六月法律四九号により委任規定削除〕、

同条第二項〔平成二一年六月法律四九号により委任規定削除〕及び第五項〔平成二一年六月法

律四九号により委任規定削除〕（第二十九条第二項において準用する場合を含む。）並びに第

三十一条第一項〔平成二一年六月法律四九号により委任規定削除〕並びに第二項第二号〔平成

二一年六月法律四九号により委任規定削除〕及び第三号〔平成二一年六月法律四九号により委

任規定削除〕の規定に基づき、並びに同法を実施するため、健康増進法施行規則を次のように

定める。 

健康増進法施行規則 

（特定給食施設） 

第五条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に一回百食以上又は一日二

百五十食以上の食事を供給する施設とする。 

（特定給食施設の届出事項） 

第六条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 給食施設の名称及び所在地 

二 給食施設の設置者の氏名及び住所（法人にあっては、給食施設の設置者の名称、主たる

事務所の所在地及び代表者の氏名） 

三 給食施設の種類 

四 給食の開始日又は開始予定日 

五 一日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数 

六 管理栄養士及び栄養士の員数 

（特別の栄養管理が必要な給食施設の指定） 

第七条 法第二十一条第一項の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおりとする。 

一 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に一回三

百食以上又は一日七百五十食以上の食事を供給するもの 

二 前号に掲げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定

給食施設であって、継続的に一回五百食以上又は一日千五百食以上の食事を供給するもの 

（特定給食施設における栄養士等） 

第八条 法第二十一条第二項の規定により栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければ

ならない特定給食施設のうち、一回三百食又は一日七百五十食以上の食事を供給するものの

設置者は、当該施設に置かれる栄養士のうち少なくとも一人は管理栄養士であるように努め

なければならない。 

（栄養管理の基準） 

第九条 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 
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一 当該特定給食施設を利用して食事の供給を受ける者（以下「利用者」という。）の身体

の状況、栄養状態、生活習慣等（以下「身体の状況等」という。）を定期的に把握し、こ

れらに基づき、適当な熱量及び栄養素の量を満たす食事の提供及びその品質管理を行うと

ともに、これらの評価を行うよう努めること。 

二 食事の献立は、身体の状況等のほか、利用者の日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮して

作成するよう努めること。 

三 献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等により、

利用者に対して、栄養に関する情報の提供を行うこと。 

四 献立表その他必要な帳簿等を適正に作成し、当該施設に備え付けること。 

五 衛生の管理については、食品衛生法（昭和二十二年法律第二百二十三号）その他関係法

令の定めるところによること。 

（栄養指導員の身分を証す証票） 

第十条 法第二十四条第二項に規定する栄養指導員の身分を示す証明書は、別記様式第二号に

よる。 
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○旭川市健康増進法施行細則 

平成15年５月１日規則第49号 

旭川市健康増進法施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，健康増進法施行令（平成14年政令第361号。）及び健康増進法施行規則（平成

15年厚生労働省令第86号。）に定めるもののほか，健康増進法（平成14年法律第103号。以下「法」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（栄養管理の実施に必要な指導及び助言に係る書類の提出） 

第２条 保健所長は，法第18条第１項第２号に規定する指導及び助言を行うために必要があると認

めるときは，同号に規定する施設の管理者に対し，書類の提出を求めることがある。 

（特定給食の開始の届出） 

第３条 法第20条第１項の規定による届出は，特定給食開始届（様式第１号）を保健所長に提出す

ることにより行わなければならない。 

（特定給食の届出事項の変更の届出） 

第４条 法第20条第２項前段の規定による届出は，特定給食届出事項変更届（様式第２号）を保健

所長に提出することにより行わなければならない。 

（特定給食の休止又は廃止の届出） 

第５条 法第20条第２項後段の規定による届出は，特定給食休止・廃止届（様式第３号）を保健所

長に提出することにより行わなければならない。 

（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 
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旭川市多数給食施設設置等届出要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は，健康増進法（平成１４年８月２日法律第１０３号）第１８条第２項

及び地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善の基本指針（平成

２０年１０月１０日健習発第１０１０００１号厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室

長通知）２（５）に基づき，健康増進法第２０条に定める特定給食施設以外の特定かつ多

数の者に対して継続的に食事を供給する施設を的確に把握し，当該施設に対する栄養管理

の実施に必要な指導及び助言を適切に行うため，その届出に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（定義） 

第２条 特定給食施設以外の給食施設で特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給

す る施設（以下，「多数給食施設」という。）とは，１回５０食以上又は１日１００食

以 上の食事を概ね週４日以上かつ１か月以上継続して供給する施設とする。 

 

（多数給食施設の設置の届出及び届出事項） 

第３条 多数給食施設の設置者は，その事業の開始の日から１月以内に，次の事項を記載 

した給食事業開始届出書（様式第１号）により届出を行うものとする。 

（１）給食施設の名称及び所在地 

（２）給食施設の設置者の氏名及び住所 

   （法人にあっては，設置者の名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

（３）給食施設の種類 

（４）給食の開始年月日 

（５）１日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数 

（６）管理栄養士及び栄養士の員数 

２ 前項に規定する届出は，旭川市保健所長に行うものとする。 

 

（多数給食施設の変更，休止，廃止の届出） 

第４条 多数給食施設の設置者は，前条の届出事項に変更を生じたときは，変更の日から 

１月以内に給食事業届出事項変更届出書（様式第２号）により届出を行うものとする。 

２ 多数給食施設の設置者は，給食を休止し又は廃止したときは，休止又は廃止の日から 

１月以内に給食事業休止・廃止届出書（様式第３号）により届出を行うものとする。 

３ 前２項に規定する届出は，旭川市保健所長に行うものとする。 

 

（その他） 

第５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

 

附則 

１ この要綱は，平成２４年 ６月 ６日から施行する。 



２ この要綱は，令和 ３年　１月１４日一部改正する。
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健健発 0331 第２号 

令和２年３月 31 日 

 

都 道 府 県 

各  保健所設置市  衛生主管部（局）長 殿 

   特 別 区 

 

 

厚生労働省健康局健康課長    

                                             （ 公 印 省 略 ） 

 

 

 特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について 

 

 

特定給食施設の栄養管理に関しては、健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）

に基づき実施されているところである。 

特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等については、別添１を参

考にしていただくとともに、別添２の内容について御了知の上、特定給食施設へ

の周知等、対応方よろしく御配慮願いたい。 

なお、特定給食施設の指導等に係る事務は、都道府県、保健所設置市及び特別

区の自治事務（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第２条第８項）であり、本

通知は、地方自治法第 245 条の４第１項の技術的助言であることを付言する。 

また、本通知の施行に伴い、「特定給食施設における栄養管理に関する指導及

び支援について」（平成 25 年３月 29 日付け健が発 0329 第３号厚生労働省健康

局がん対策・健康増進課長通知）は廃止する。 
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別添１ 

 

特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について 

(令和２年３月 31 日付け健健発 0331 第２号別添１) 

 

 

第１ 特定給食施設等に関する基本的事項について 

 

１ 特定給食施設は、健康増進法（平成 14 年法律第 103 号。以下「法」という。）

第 20 条第１項に規定される施設であり、特定かつ多数の者に対して継続的に

食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なもの（継続的に１回 100 食以上

又は１日 250 食以上の食事を供給する施設）をいう。 

  なお、施設外で調理された弁当等を供給する施設であっても、当該施設の設

置者が、当該施設を利用して食事の供給を受ける者に一定の食数を継続的に

供給することを目的として、弁当業者等と契約をしている場合には特定給食

施設の対象となること。 

 

２ 特定給食施設に対する指導を効率的に行う観点から、関係施設の設置者、管

理者等の理解と協力を得ながら、法第 20 条第１項の届出が適切に行われるよ

う対応すること。 

  なお、同一敷地内に施設の種類や利用者（特定給食施設を利用して食事の供

給を受ける者をいう。以下同じ。）の特性が明らかに異なる特定給食施設が複

数設置されている場合は、それぞれ別の特定給食施設として届出をさせるこ

とが適当である。 

 

３ 法第 22 条に基づく特定給食施設の設置者に対する指導及び助言は、都道府

県知事（保健所を設置する市又は特別区にあっては市長又は区長。）が法第 21

条第１項又は第３項の規定による栄養管理の実施を確保するために必要があ

ると認めるときに行うものである。そのため、法第 22 条に基づく指導及び助

言を行う場合には、その内容等については慎重に判断すること。 

 

４ 法第 24 条に基づく立入検査等は、法第 22 条に基づく指導及び助言や法第

23 条に基づく勧告及び命令を行うことを前提としたものである。 

 

５ 法第 18 条第１項第２号に基づく指導及び助言は、特定給食施設のほか、特

定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設として各自治体の条例

等に基づき把握される特定給食施設以外の施設（以下「その他の施設」とい

う。）も対象となる。 

また、当該指導及び助言は、栄養指導員が栄養管理の実施に関し必要な事項

について行うものであり、例えば、特定給食施設及びその他の施設（以下「特

定給食施設等」という。）において最低限の栄養管理が行われているものの、

よりよい食事の供給を目指すために助言をするような場合も想定される。 
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第２ 法第 18 条第１項第２号に基づく指導・助言等に係る留意事項について 

 

１ 現状分析に基づく効率的・効果的な指導・支援等の実施について 

⑴ 地域全体の食環境が向上するよう、管内施設全体の栄養管理状況及び地 

域の課題を踏まえた上で、課題解決に向けて効果的な指導計画を作成し、計

画的に指導・支援等を行うこと。 

⑵ 管理栄養士又は栄養士の配置状況を分析し、未配置施設においても適切 

な栄養管理がなされるよう指導計画を作成するとともに、管理栄養士又は栄

養士の配置が促進するよう助言すること。 

⑶ 病院・介護老人保健施設等については、地域の医療・介護等の質の向上を

図る観点から、管内の医療機関等と必要なネットワークの構築に向けた調整

を行い、入退院（入退所)前後の連携を促す支援も行うこと。 

⑷ 専門職としての高度な技能の確保に向けた取組については、職能団体の 

協力が得られるよう調整することとし、自治体が行う研修等と連携又は棲み

分けを行い、計画的に当該地域の管理栄養士・栄養士の教育を行うこと。 

⑸ 事業所については、利用者に応じた食事の提供とともに、特定健診・特定

保健指導等の実施もあわせ、利用者の身体状況の改善が図られるよう、指導・

支援等を行うこと。 

⑹ 特定給食施設等に対して、他法令に基づく指導等を行う部署とは定期的 

に情報共有を行い、効果的な指導・助言のための連携体制の確保に努めるこ

と。 

なお、学校への指導については、教育委員会と連携して行うこと。 

⑺ 給食業務を委託している場合は、栄養管理の責任は施設側にあるので、委

託事業者の業務の状況を定期的に確認させ、必要な指示を行わせること。 

⑻ 栄養改善の効果を挙げている好事例を収集し、他の特定給食施設へ情報 

提供するなど、効果的な実践につながる仕組みづくりに努めること。 

⑼ その他の施設に対する指導・支援等に関しては、地域全体の健康増進へ 

の効果の程度を勘案し、より効率的・効果的に行うこと。 
 
２ 特定給食施設等における栄養管理の評価と指導計画の改善について 

⑴ 各施設の栄養管理の状況について、施設の種類別、管理栄養士・栄養士の

配置の有無別等に評価を行うなど、改善が必要な課題が明確となるような分

析を行うこと。 

⑵ 評価結果に基づき、課題解決が効率的・効果的に行われるよう、指導計画

の改善を図ること。また、評価結果については、研修等の企画・立案の参考

にするとともに、関係機関や関係者と共有する体制の確保に努めること。 

⑶ 利用者の身体状況の変化や栄養管理の状況等について評価を行い、栄養 

管理上の課題を抽出し、その課題から指導・支援等を重点的に行う施設の抽

出を行うこと。 

⑷ 栄養管理上の課題抽出に当たっては、特に児童福祉施設、学校、事業所、

寄宿舎等の健康増進を目的とした施設において提供される食事のエネル

ギー量の過不足の評価については、肥満及びやせに該当する者の割合の変化

を参考にすること。 

なお、提供栄養量の評価に当たっては、身体状況等の変化から給与栄養目

標量の設定が適切であるかの確認を併せて行うことが重要であり、単に施設
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が設定した目標量と提供量が乖離していることをもって不足又は過剰と判

断することは適切ではないこと。 

⑸  特定給食施設等に対し、栄養管理の状況について報告を求める場合には、

客観的に効果が評価できる主要な項目とすること。例えば、医学的な栄養管

理を個々人に実施する施設に対し、給与栄養目標量や摂取量の平均的な数値

の報告を求める必要性は乏しく、身体状況の変化等から栄養管理に課題のあ

る可能性の高い利用者に提供される食事の内容等を優先的に確認し、評価す

ること。 

ただし、利用者の多くに栄養管理上の課題が見受けられる場合には、基本

となる献立（個別対応用に展開する前の献立）に課題がある可能性が高いた

め、施設の状況に応じて指導・助言等を行うこと。 

⑹ 病院・介護老人保健施設等については、栄養管理を行うために必要な連携

体制が構築され、適切に機能しているかを確認すること。 

⑺ 栄養管理上の課題が見られる場合には、施設長に対し、評価結果を踏まえ

た課題解決への取組を促すこと。また、必要に応じて、改善状況又は改善計

画について報告を求めること。 

 

３ 危機管理対策について 

⑴ 健康危機管理対策の一環として、災害等に備え、食料備蓄の確保を促すと

ともに、期限前の有効活用について助言すること。 

⑵ 災害等発生時でも適切な食事が供給されるよう、特定給食施設が担う役 

割を整理し、施設内及び施設間の協力体制の整備に努めること。 

 

第３ 管理栄養士を置かなければならない特定給食施設について 

特定給食施設のうち、健康増進法施行規則（平成 15 年厚生労働省令第 86

号。以下「規則」という。）第７条各号に掲げる施設については、法第 21 条

第１項の規定により管理栄養士を置かなければならないこととされていると

ころ、これらの施設を指定する場合の運用の留意点は以下のとおりである。 

なお、特定給食施設に該当するか否かの判断において、例えば、病院内の職

員食堂など当該施設の利用者以外の者に供給される食数も含めることとして

も差し支えないが、管理栄養士を置かなければならない施設として指定する際

の食数については、除外することが適当である。 

 

１ 規則第７条第１号の指定の対象施設（一号施設）について 

⑴ 規則第７条第１号に掲げる特定給食施設（以下「一号施設」という。）と

は、病院、介護老人保健施設又は介護医療院（以下「病院等」という。）に

設置される特定給食施設であって、１回 300 食以上又は１日 750 食以上の

食事を供給するものをいうこと。 

⑵ 供給食数の実績が１回 300 食未満及び１日 750 食未満の特定給食施設で

あっても、許可病床数（又は入所定員)300 床(人)以上の病院等に設置され

ている特定給食施設は、一号施設とすること。 

なお、⑴で示したとおり、１日の食事の供給数が 750 食以上であれば、許

可病床数（又は入所定員）が 300 床（人）未満の場合であっても、一号施設

とすること。 
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⑶ 病院等を含む複数の施設を対象に食事を供給する特定給食施設について

は、当該病院等の許可病床数（入所定員）の合計が 300 床（人）以上である

場合に、一号施設とすること。 

 

２ 一号施設以外の特定給食施設 

⑴ 規則第７条第２号に掲げる特定給食施設(以下「二号施設」という。) と

は、以下の①から⑥に該当する施設のうち、継続して１回 500 食以上又は１

日 1,500 以上の食事を供給するものをいうこと。 

① 生活保護法第 38 条に規定する救護施設及び更正施設 

② 老人福祉法第５条の３に規定する養護老人ホーム、特別養護老人

ホーム及び軽費老人ホーム 

③ 児童福祉法第 37 条に規定する乳児院、同法第 41 条に規定する児童

養護施設、同法第 42 条第１号に規定する福祉型障害児入所施設、同法

第 43 条の２に規定する児童心理治療施設、同法第 44 条に規定する児

童自立支援施設 

④ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第１

項の規定により設置する施設 

⑤ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５

条第 11 項に規定する障害者支援施設 

⑥ 事業所、寄宿舎、矯正施設、自衛隊等（以下「事業所等」という。） 

⑵ 複数施設を対象に食事を供給する特定給食施設については、１(3)に該当

する場合を除き、一号施設又は二号施設の対象となる施設種別である施設に

供給する食事数の合計が１回 500 食以上又は１日 1,500 食以上である場合

には、二号施設とすること。 

この場合、病院等に対し１回に供給する食数については、供給食数の実績

ではなく、許可病床数又は入所定員数（１日に供給する食事数については、

許可病床数又は入所定員数の３倍の数）として取り扱うものとすること。 

 

３ その他、社会福祉施設等に食事を供給する特定給食施設について 

⑴ 法第 21 条第１項の指定の対象施設となる特定給食施設のうち、法令等に

より栄養士を必置とされている複数の社会福祉施設及び児童福祉施設(以下

「社会福祉施設等」という。) に限り食事を供給する施設にあっては、そ

れぞれの社会福祉施設等に配置されている栄養士が各施設において栄養業

務を行っていることに鑑み、法第 21 条第１項の指定の対象施設となる社会

福祉施設等に供給される食事数が１回 500 食以上又は１日 1,500 食以上と

なるものがある場合には、二号施設とみなされること。 

⑵ 特定給食施設が複数の施設に食事を供給する場合であって、当該供給先の

施設に法令等により栄養士を必置としない施設を含むときは、特定の対象者

に継続的に食事を供給し、一号施設又は二号施設の対象となる施設種別であ

る施設に供給される食事数が１回 500 食以上又は１日 1,500 食以上となる

場合に、二号施設とみなされること。 

ただし、供給先の施設を特定給食施設等として把握し、個別に管理する場

合には、食数から除外することとし、重複することのないようにすること。 

⑶ 事業所等に対し食事を供給する特定給食施設にあっては、当該特定給食施
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設により事業所等に供給される食事が主として事業所等に勤務又は居住す

る者により喫食され、かつ、事業所等で勤務又は居住する者の概ね８割以上

が当該給食施設で供給する食事を喫食するものであって１回 500 食以上又

は１日 1,500 食以上供給する場合、二号施設とみなされること。 
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別添２ 

 

特定給食施設が行う栄養管理に係る留意事項について 

(令和２年３月 31 日付け健健発 0331 第２号別添２) 

 

第１ 趣旨 

健康増進法（平成 14 年法律第 103 号。以下「法」という。）第 20条の規定

に基づき設置・届出された特定給食施設において、当該特定給食施設の設置者

は、法第 21 条第３項の規定により、健康増進法施行規則（平成 15 年厚生労働

省令第 86 号）第９条の基準(以下「栄養管理基準」という。) に従って適切

な栄養管理を行わなければならないこととされているところ、本留意事項は、

その運用上の留意点を示したものである。 

特定給食施設の設置者及び管理者は、適切な栄養管理がなされるよう、体制

を整えること。 

なお、給食業務を委託している場合にあっては、栄養管理の責任は施設側に

あるので、委託事業者の業務の状況を定期的に確認し、必要な指示を行うこと。 

 

 

第２ 特定給食施設が行う栄養管理について 

１ 身体の状況、栄養状態等の把握、食事の提供、品質管理及び評価について 

⑴ 利用者の性、年齢、身体の状況、食事の摂取状況、生活状況等を定期的に

把握すること。 

なお、食事の摂取状況については、可能な限り、給食以外の食事の状況も

把握するよう努めること。 

⑵ ⑴で把握した情報に基づき給与栄養量の目標を設定し、食事の提供に関 

する計画を作成すること。 

なお、利用者間で必要な栄養量に差が大きい場合には、複数献立の提供や

量の調整を行う等、各利用者に対して適切な選択肢が提供できるよう、工夫

すること。複数献立とする場合には、各献立に対して給与栄養量の目標を設

定すること。 

⑶ ⑵で作成した計画に基づき、食材料の調達、調理及び提供を行うこと。 

⑷ ⑶で提供した食事の摂取状況を定期的に把握するとともに、身体状況の 

変化を把握するなどし、これらの総合的な評価を行い、その結果に基づき、

食事計画の改善を図ること。 

⑸ なお、提供エネルギー量の評価には、個々人の体重、体格の変化並びに肥

満及びやせに該当する者の割合の変化を参考にすること。 

ただし、より適切にエネルギー量の過不足を評価できる指標が他にある場

合はこの限りではない。 

 

２ 提供する食事（給食）の献立について 

⑴ 給食の献立は、利用者の身体の状況、日常の食事の摂取量に占める給食の

割合、嗜好等に配慮するとともに、料理の組合せや食品の組合せにも配慮し

て作成するよう努めること。 

⑵ 複数献立や選択食(カフェテリア方式)のように、利用者の自主性により 
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料理の選択が行われる場合には、モデル的な料理の組合せを提示するよう努

めること。 

 

３ 栄養に関する情報の提供について 

⑴ 利用者に対し献立表の掲示や熱量、たんぱく質、脂質、食塩等の主要栄養

成分の表示を行うなど、健康や栄養に関する情報の提供を行うこと。 

⑵ 給食は、利用者が正しい食習慣を身に付け、より健康的な生活を送るため

に必要な知識を習得する良い機会であるため、各々の施設の実情に応じ利用

者等に対して各種の媒体を活用することなどにより知識の普及に努めるこ

と。 

 

４ 書類の整備について 

⑴ 献立表など食事計画に関する書類とともに、利用者の身体状況など栄養 

管理の評価に必要な情報について適正に管理すること。 

⑵ 委託契約を交わしている場合は、委託契約の内容が確認できるよう委託 

契約書等を備えること。 

 

５ 衛生管理について 

給食の運営は、衛生的かつ安全に行われること。具体的には、食品衛生法（昭

和 22 年法律第 233 号）、「大規模食中毒対策等について」（平成９年３月 24 日

付け衛食第 85 号生活衛生局長通知）の別添「大量調理施設衛生管理マニュア

ル」その他関係法令等の定めるところによること。 

 

 

第３ 災害等の備え 

災害等発生時であっても栄養管理基準に沿った適切な栄養管理を行うため、

平時から災害等発生時に備え、食料の備蓄や対応方法の整理など、体制の整備

に努めること。 
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